様式第１号
市長への手紙・提言
  この「市長への提言」は、市民の皆さんから、直接、市長あてに市政に関する提案や意見などをお寄せいただく制度です。皆さんが、市政について日ごろ感じていることやお考えになっていることなどから、北本市をもっと良くするための前向きなご提案をお待ちしています。
	
	令和　　年 　　月  　日

	住  所
	〒

	氏  名
	
	電話番号
	

	勤務先
通学先
	
※住所が市外の人のみ記入

	1 回答の　 要・不要
	市長からの回答を希望しますか？
□ 希望する（→「2 提案・回答の公開」へ進む）
□ 提言のみ・希望しない
· 希望する場合は、住所・氏名等ご連絡先の記入が必要となります。
· チェックがない場合は、回答を希望しないものとして扱います。
· 「市長への手紙・提言」は何度でも提出することができますが、市長が既に回答したものと同一趣旨のお手紙を再度提出される場合、改めて市長から回答することはいたしませんのでご了承ください。また、裏面の注意事項もご確認ください。

	2 提案・回答の公開
	市長からの回答内容をホームページ等に公開することを希望しますか？
□ 希望する　　　□ 希望しない
· 上記「1 回答の要・不要」にて、「希望する」を選択した人のみお答えください。
· 希望する場合、個人を特定できないようにしてホームページ等で公開します。
· チェックがない場合は、希望しないものとして扱います。

	件  名
	

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
                                                     
                    　      　　　　　　　　　　　　 
                    　　　　　　　　　　　　         
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　



〒364－8633  北本市本町１－111 北本市市長公室シティプロモーション・広報担当
TEL 594-5505  FAX 592-5997　Ｅメール koho@city.kitamoto.lg.jp
様式第１号（裏面）
	                                                                                                          
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　                                                                                                                                     【略図】必要に応じて記入ください

                           
                           
                           
                           
                           
                           


【注意事項】　次に掲げるものは原則として受け付けられません。
　（1）個人や団体を誹謗・中傷するもの（2）営利を目的としたもの（3）政治又は宗教活動に関するもの
（4）同じ人からの同一の趣旨のもの（5）市議会議員から提出されたもの（6）在住、在勤、在学等で当
市に関係する人以外の人から提出されたもの（7）本来市が回答すべき内容ではないもの


